
別紙２ 

実地調査について 

 

医療施設等災害復旧費補助金は、平成7年3月1日厚生省発健政第22号厚生事務次

官通知の別添「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」に基づき交付します。 

なお、医療施設等災害復旧費補助金は、別添の「厚生労働省所管補助施設災害復旧

費実地調査要領（令和６年6月21日会発第0621第1号）」等に基づく実地調査により交付

額が決定します。 

 

１．事前準備について 

（１）「医療施設等災害復旧費補助金のご案内（別紙１）」の「国による実地調査の実施」を

参照の上、準備をお願いします。 

（２）電子メールにて都道府県担当部局あて、別途、都道府県が指定する期日までに以下

の資料を提出してください。 

・「医療施設等災害復旧費協議書」（様式１） 

・「医療施設等災害復旧費実地調査表」（様式２） 

 

２．実地調査について 

（１）「医療施設等災害復旧費実地調査表」（様式２）に記載した被災の状況や所要額の

積算根拠（数量、金額）等について調査します。 

（２）調査時においては、（１）の内容を確認するので、施工内容など専門的な内容を把握

されている被災施設の担当者又は工事施行業者から説明をお願いします。 

（３）写真及び図面等に番号を付けるなどして、被災場所を書面で特定できるようにしてく

ださい。 

 

３．早期着工について 

実地調査前に復旧事業を行う場合、被災の事実確認のため、被災した状況の分か

る写真が必要不可欠であることから、被災の程度（範囲、数量、規格）等が確認できる

よう、メジャーを添える等して出来るだけ明瞭に撮影してください。 

 

４．その他 

（１）災害復旧は、原則として、「原形復旧」であり、被災前より高価な資材、高機能な医療

機器等による復旧は減額査定の対象となる場合があります。 

（２）協議書提出後に、追加工事の発生や一部工事の取り止めなどにより所要額が変更

となる場合は、実地調査前に担当者に連絡してください。 

電子申請

・その他都道府県が指定する資料

・その他都道府県が指定する資料


